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小田原市「自主」防災組織の組織論的考察

一自主防災組織調査（1989）年をめぐって＿

VoluntaryOrganizationonDisasterprevention

-AnApplicationofOrganizationStudies-

大矢根淳

@町〃ｅＯｙｑ１ｚｅ
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１．本稿の目的

昨今，小|{]原Tlj近辺ば火山・地震等の活助が活発な地

学的騒乱の時期をむかえ,'）マス・ゴミの攻勢2）も手伝

って防災に対する関心が次第に高まってきている。本稿

で}よ，′1,1n原市の〔1主防災組織に６４|する現況を探りその

課題を検討するとともに，適切な地域防災組織につい

て，組織研究の先行業繊を参考に議論を進めていく。

なお，本稿で紹介する調査3)は，文部打科学研究費昭

和６２年～１１A成元ｲ|蒟皮1'１点研究fil域``ﾈ|ご会組織の防災力

に関する研究'’（研究代表者水野欽｢Ｉ統計数理研究所教

授）の一環として行なったものである。

２．自主防災組織の一般的特質

2-1．自主防災組織の制度化

全国で，地域における防災機能}よ従来，例えば，町内

会・日愉会|ﾉlの防災班や婦人防火クラブ，少年消防クラ
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小Ill原｢|ｊ「自主」防災組織の組織論的考察５９

るが,｡それらによると募金，行政rlI務連絡，夜警・街当するが市内諸地域によって多少の違いが見られ，非常

灯管理，清掃．衛生．下水道管理，献血協力等とともに時の役割分担不明確型の①ｂもある。しかし，総じて

かなり重要な位置をしめている。今回の調査で防災は，「－体型」が主流であり，「サブシステム型」ではない。

｢行政連絡」に次いでⅢ「iIIiliiI}・ilIMj・下水道管理｣，「街それは，小|｢llli(Tljの｢l主防災Ⅱ[繊育成の徹底した育成指

灯管理．夜警」と同様にかなり並要な位liyiL付けをされて灘と当市における'二l王防災組織の基盤たる自治会の市行

いる。政への協力関係によるところが大きい。市では，『小田

次に，町内会．,【'治会における']王防災組織の位置付原市地域防災iil1llli』中の「自主防災組織育成に関する

けであるが，「自治会-,1主防一体１m」「サブシステム型」指導基準」において「隣保脇ﾌﾞ｣体Ilillがあり鈩協同防衛の

等が考えられ，そのパターンは'又'２－１に示すとおりであ結合意識がi｢砂現況のili位[1桁会組織を活用」すること

る。小田原市の自主防災組織はその大細分が①ａに該を明記し，１１治会jとを防災本lill長とする組織任務分担を

①ａ自治会一自主防一体型（非常時の役割分担規定型）

会長

副会長

広報部長防火部長救護部長避難誘導部長調達部長

】丑長班長班長班長班長

班班班班班

平常時の町内会組織では○○部長であるものか，【111

防では□□部長を兼務するという形になっている。

①ｂ自治会一自主防一体型（非常時の役割分担不明確型）

会是

防火班広搬班保健班青年部婦人部

L-T~」
これらは役割分担がはっきりしていない

②サブシステム咽（自治会．町内会の防災部）

会長

文化部広報部青年部防災部

調達班救護班消火班避難班

存 区nlｘＢ地IＸＡＨｔ

救護・

救出班

情報・

連絡班

避難・

誘導班

１W火・

防火班

図２－１自主防災組織の形態

浦野正樹他『都市における地域活動』早稲田大学文学部社会学研究室，１９()Ｏイドより
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|部落会町内会等蜷備要領］
l常会指導要領］・常会隣組制度

|外勤嘱託員制度]→l地区嘱託貝制度
{衛生嘱託員制度I／
l保雄嘱託貝制度]→[保雌嘱託員制度Ｉ

［農業嘱託貝制度｜

[平和条約締結］．区Ilill
・変形町内会
・嘱託貝

[自主的住民組織結成の指導要望１
・１３地区広報委員会

[自治会設匠要綱｜・l2lifi会規約の雛形

昭和１５（「

昭和２２年

昭和26年

昭和３１年

昭和３２年
｜

昭和３３年 [22地区広搬委員会]・自治会結成（163地区自治会）
．嘱託貝ilill度は発展的解消

図２－２自治会組織の変遷

′|、Ⅱ]原市『小ｌｌ１原111史料』上巻（歴史編Ⅲ下巻（現代編)，１９６６年等より作成

組織図で雛準化している。各|;1治会ではこの指導基蝋に会の呼びかけ」の２つによって全体の回答数の約８割が

従って自主防災組織を組織化し市に縦告している。一占められている。これに，ｍ治会役員の発案」「地元住

方，こうした組織化が全市的にある程度スムーズに進行民からの要望」「消防団・地元防災組織からの呼びかけ」

した一つの理由として自治会制度の市政への協力関係ががつづく。市の強力な組織化の育成指導および連合自治

あげられる。小、原市には図２－２にあるように，明治時会（広搬委員長会議）を中心とする市との協力関係が自

代前後から続くグラスルーツの地域組織があり，それら主防災組織の高い組織率を可能にしてきたことが分か

が戦後の町内会解体・再編成のプロセスにおいて連合目る。

治会制度として再編されてきた。約２００ほどの'1t淵を有次に，「あなたの地域の自主防災組織は何年前に設立

する各単位自治会１ｏほどをまとめるかたちで存在するされましたか」と自主防災組織の設立時期を聞いたとこ

２５の連合自治会は月１１【１１の広報委tl長会談を市と持ちろ，「1～４年前」７％,「5～９年前」４４％,「10～１１年前」

各地域と市行政との意志の疎通を図っている。市の側で３１％,「ｌ２ｆＦ以上前」１２％となっており，昭和５４年前

も防災に限らず様岱な連絡・協刀をこの場で行なってき後に急速に組織化が進められたことがわかる。この年が

た。ＴＩＴ～〔l治会Illlでこうした関係|'|:が保たれてきている持つ意味について，，Ｉｊの育成指導の経過を合わせて考え

点が，例えば防災に関する組織づくりの面でのスムーズてJILろ。市では，昭和５１年の「大規模地震対策特別措

さの一つの原因である。置法」をきっかけとして地域住民の自発的な防災組織の

育成にのりだす。具体的には，昭和５２年度から，市の
３．小田原市自主防災組織の緒特長

安全対策課の職員が自主防災組織結成に関する案内を

3-1．結成の状況「紙と〃}」の形にまとめ，征11夜７時から地域を１１リリ救

われわれの調査におし､て，Ｅ１王防災組織設立の契機を自治会ずつ（参加は毎回約２０人で該当単位自治会の三

組織化に関する具体的な発案・呼びかけとその呼び役を中心として）説明を行ない当時のすべての単位自治

かけ・発案の直接的きっかけの両面からIlnしたところ，会を恒1つた。その結果，昭和５３年から登録される自主

発案・呼びかけについては，「市の呼びかけ」「連合自治防災組織数が急速に増えることになる（表3-1)。昭和
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表３－１′｣､[１１原Tljll主防災組織結成状況 字をそのまま統既込承，「小l{1原iljの'21主防災組織は神

奈川県'ﾉV部地震説をきっかけとしてその大１４が組織化さ

れた」とは胃えない。河角博士の６９年説と合わせて，

小田原近辺の巨大地震に対する地域としての備えの－形

態としてかかる組織が地域に盤備され始めたことが認知

されたのである。

3-2．活動状況と一般市民の参加

まず，防災に限らず自治会での会合|)M催の頻度を聞い

てみると，にｌｚｌｌ''１」というのは７１ｺ治会（4％）で，残

りの１日l治会は年に数１ml会合を|)Nいている。「月に１回程

度」が全体の約４剖を占め，「2～３か)]に１回」が約３

割となっている、また月に数回6M催しているところも１

割程度あった。

次に，防災についての会合の|)'１催は，防災'こ議題を限

っての開催'よfl平均１．８回，平均出席人数は２８．６人で

あった。征〈|ﾖ９川１１１の防災の１１前後にl1ulと他に１回

程度（火災]弓防週''１１に１１ｕ１）が一般的である。また，自

治会の会合の－繊題として防災を扱った会合は年３．１

回，その1z均'１１席人数は29.0人であった。それらの会

合への参加片の内訳は，「自治会三役」「ロ王防組長」が

それぞれ約７１１１１'’９割との回答を得ているがこれらは当

然として，その他には，「民生委瓜」「i1i年部の人」など

があった。１１治会役貝・地域のその他の役幟者（民生委

員等）以外の「一般の人々」の参り|Ⅱよ’平均２ｑ０人であ

った。平均的会合は役典１０入りljⅢ一般の参加２０人程

度といったところである。

そうした会合での議題・iii1i題については，「防災訓練

について｣，「防災用具の周知・点検」といった話題が過

半数以上のロ治会で出ているが，その他に，「避難場所

や避難のしかたについて｣，「防災知識の啓蒙について」

がそれらに次いで話題となっている。また，「組織編成・

役員の選任について」も話題に上っているところが多い

が，これは1年または数年で役職が持ち１回)りされる自治

会がほとんどなので毎年恒例の鐇題である。

そこで次に，実際の訓練の模様について尋ねてふた。

まず，防災訓練の|)M催頻度であるが，「1年に２回以上」

が１０％,「１回」が４０％で，防災の日あるいは火災予防

週間にあわせてｲﾄﾞに’～２１m｣災施しているところが約半

数である。一方で，「５年以上に１１m1ぐらい｣，あるいは

｢やったことばない」とこたえている|:1治会もあわせて

約２割裡腱あることを注記しておく。

実施した訓練の内容は『目主防災組織の手引き」等に

もある基本的な訓練事項`)が中心であるが，その他とし

ては，市からの防災ビデオの(勝り出し，防災講演会の開

％

BＣ

※総I鍵率=需灘
小田原市Tl丁氏生活部防災対策課内部資料より

表３－２市防災担当部署の変遷

S、３２．４

１

３７．４．１

消防本部警防裸（水防）

土木主管諜

総ｌＩｆ部総務裸（災対法・地域防
災計画）

消防本部二Ｗ猫裸防災係

行政課行政係

行政課防災係

安全対策課防災係

4４．１０．

４８．４．

１０．

５１．７．

1８

１

１

１

51～５２年というのは，市にとっては想定される災害が

全国の動向と平行して次第に地震という形で明確になっ

てくる年でもあり，表３－２にあるように市の防災担当部

署の変遷を見てふると当初，水防を中心としてとられて

いた対策が災害対策基本法を契機に包括的となり，消防

機能を中心としてまとめられる経緯が分かる。そして昭

和５１年より大規模地震対策特別措侭法をにら柔地震災

害対応中心で対策が立てられ始めるようになる。

一方，呼びかけ・発案の直接のきっかけについて「Ｒ

主防設立のきっかけは何でしたか」とllllいたところ,「神

奈jll県西部地腱（小111原地藤）説」５８％，「!'〔海地震説」

55％！「河角博士による地擬の６９年説」14％，「洪水・

土砂崩れの不安」６％，「放火等による火災発生の不安」

6％，となっている。昭和５２～５４年当時，東海地震と神

奈川県西部地震の１町説が明確に区別された形で一般住民

に認識されていたわけではないから，これらの回答の数
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催,市の保有する起震単を用いた訓練などとなっている。

ここで，一般住民の側からの自主防災組織への参加度

を見てゑる。自主防災活動への参加については，「横極

的に参D11している」「誘われれば参加する」がそれぞれ

１９％,４３％で約６割の人が参加もしくは参lⅡ１，J能な態度

を示している。しかし一方で「参加していない」が約４

割いる。

次に，活動中，防災訓練に的をしぼって１１Ⅱいてみた。

この２～３年でロ主防災組織主催の防災iill線にＩＩＴル1くら

し参加したか，については，「数｛'三で１～２１'１１」が過半数

を占め，「参加していない」が全体の４分の１程度いる。

これらをあわせると，この数年のうちIこ１Ｍ参加したか

どうかという程度の人が全体の４分の３を占めることに

なる。総じて見ると，一般住民の訓練への参加度は数年

に１回程度，数仙帯～１０世帯につき参力Ⅱ者１人程度で

ある。

3-3．自主防災組織の問題点と課題

組織巡営の問題点Ｉこつしては，「一般住民の関心の低

さ」が突|}|しており，「資金不足」「用具の不足」といっ

たハードな面の充災に関する項目が続き，「役員の高齢

化」「活動のマンネリ化」といったいわばソフトな面に

関する項１１がこれらに続く。［l端会単位で|)|lIIjiするl]主

防災関係の会合，年数回の訓練等，数世帯～１０世帯に１

人という参加程度では地域の防災に関する意識・対策の

蓄積はなかなか進まな↓し組織的に見てMlljllil化（マン

ネリ化）してしまう。資金・資機材の不足に関しては，

市の５割負担ということでこれまで補助金を交付してき

たが，準備すべき防災関連資機材は非常に多極・多岐に

わたること，また，高価な資機材に関しては，自治会側

で５割を負担することは自治会会計上難しい，そういっ

た諸点が「資金の不足」として認識されている。

近年の小１１１原付近の地学的騒乱による防災に対する関

心の高揚はわれわれの調査からも確認されたところであ

るが，この「関心」を地域住民の日常的防災「行為」に

結び付け，さらに，個人レベルを越えてその地域独自の

防災事情に見合った効果的な対策を地域社会内で独自に

検討し充実させていくシステム作りの検討がなされるこ

とが今後の大きな探題であろう。

４．「自主」防災組織の組織論的考察

前節で見てきたように，小l}1原Tl丁の自主防災組織は組

織の機能上，あるいは組織の運営上様々な問題を内包し

ている。しかし，この組織の何が問題か，どう改善され

るべきかを１１１]うためには，単にこの組織の欠点を発見し

改藤箙を探るというだけでは十分ではない。この組織の

存在１４１体をｌｌＩⅢ直すという作業が恒常的に行なわれ，そ

の地域の防災状況に応ずるものとしての組織のあり方が

問われなければならない。

そのためには少なくとも以下の３点に留意する必要が

あろう。

．はたしてこの組織は「自主」的かどうか。

・市当局によって「育成」されるべき・されうるべきも

のかどうか。

・地域の必要によってiillりだされてきた組織かどうか。

この地域の人々の生命・有形無形の財産を守るために

は，いかなる体制が必要か。この問題をその地域に属す

る人々が目|Ｍ１することがそもそものスタートである。そ

して，そうした「個人」の総和・延長として，地域防災

組織が創造されることが理想であろう。しかし現実に

は，地域住此の地域問題（防災を含む）に関する関心の

低さ・知識の少なさ（これらは人々の流動性のi(iさ・

地域定着率の低さといった点から説明されるであろう）

および行政当Ⅲ0による組織図の作成・雌IMiを主眼に置い

た全地域一元的対策，といった地域住民と市町村行政双

方のアプローチの不整合からくる様々な問題点，すなわ

ち'1主防災組織という名の下に運営されている地域防災

組織の内実の様々な問題点が露呈してくることとなる。

それでは，この自主防災組織をいかに捉えていけばよ

いか。「『その地域』の人々の生命・lWfiを守るため」に

はいかなる組織が必要か，という出発点からは直ちに自

主防災組織が想定される必然性はないであろう。しか

し，現実にはこの組織が地域防災を考えるに際しては中

心的位置を占めている。そこでここでは，この問題に対

して以下の諸点をもって回答としておく。

まず，都市社会学の先行業績において，現存する地域

組織の１つとしての町内会・自治会のルーツを探る研究

においてこの地域組織と地域住民の関係を「強制的全戸

加入」と捉えるのではなく「自動的」と捉える視点，そ

して「自動的」と捉えるその根拠として，「危機突破・相

互扶助」を目的として明治以来地域が再編成されてきて

おりそれが現町内会・自治会につながるという研究があ

ること｡6)２番１１には，それに関連して，地域の防災＝自

治会単位，という構造がほぼ目明視された形でこれまで

展開されてきたという歴史的事実，言い換えれば，災害

対策基本法を中心とする各種法令によって地域の防災を

になう主体として「隣保共同の精神」を持つ地域組織と

駆われたものが即，自治会を単位とする防災組織として

各市町村によって認識され，地域に自主防災組織が整備
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原点を再確認していきたい。

結論を先取りするならば，地域防災はまず，地域防災

事情を当咳地域住民が[1主的に把握し，既存の地域レベ

ルでまかないきれない各種ハード・ソフトの諸対策につ

いて担当行政と折衝し充実させていき恒常的にその改良

を図っていく，といったスタンスが理想的である。われ

われはその媒介項としての役割を果たすべくアドバイザ

ー制度の導入について言及することになろう。

小田原TIjの現実を見てふると，担当行政が上fillからの

圧力によりまず早急に組織図整備的に地域防災を編成

し，予算を付け，各種資機材を調達する，といった地域

住民の意ＩｉｌＩが(r在「しない」ところで議論・対箙が展開

されてきた経緯がある。’'１主防災組織という既存の自治

会を基盤とした地域防災組織を結成し，この結成を以て

地域防災に地域住民の意向が反|映されているとする，こ

うした論nMにおいて唯一，自主防災組織への民意の反映

が確認できるのである。

ここで，n主防災組織llkllliのプロセスについて，次い

でﾛ小田原に特長的な地域組織的状況について触れてお

く。

小、原,ljの自主防災組織の結成状況については前節に

おいてその慨'116が示された。昭和５１～２年がそのスター

トとされているが，これは市議会の議論を見てもリルか

なよう１，こ，昭和５１年のl1ilの「大規模地震対策特別措置

法」および】〔海地震の強化地域に指定されたことがその

出発点である。これをきっかけとして小田原市の地域防

災組織は『小Ⅱ]原市地域防災計lUlii』の第１１節「自主防

災組織育成にllQする指導｣１脚;」において「組織結成の規

模は，隣保脇ﾉj体制があり，共同防衛の結合意識が高い

現況の単位自治会組織を活用し，－組織の基噸とする」

という規定に従って組織化がスタートした。その出発点

は明らかに行政主導であり，民意の施策への反映は見ら

れない。

ただ，その初期において結成を促す意味で市の担当職

員が当時毎夜，数自治会ずつを訪問し紙芝居形式で説明

を行なったという行政と地域住民・現場との交流が見ら

れた。しかしこれらは当時の担勤IJil職員の証言からも，各

１１治会の三役を中心とする人たちの象への説U1といった

慾があり，新組織結成に際して地域からの要望がとりま

とめられ役立てられたという方向性は見られない。この

案内作戦はむしろ，次ぎに触れる地域組織の状況を考慮

しての挨拶回りといった見方が妥当であろう。

小'１１原ＴＩＩの地域組織はIﾘ]治以来の「地区」委瓜制度の

伝統，また，昭和３０年代からは各単位自治会１０ほど

ざｊしてきており，その過程で全国において意義が旧えら

れなかったこと。大きく分けてこの２点が考えられよ

う。しかし後者に関して}よ，一般市民の関心・知識の低

さと言う点と，行政側による巧糸な操作によって組織整

備において住民の反論をうまくかわしてきた，あるいは

反論の回路を魅断してきた，という指liiiもなされよう。

そしてそのことが，地域の防災に|則する関心を|((iめず

に，さらには防災に関する地域の啓蒙活動をも阻害して

きたというサイクルを形成してきたという指摘もなされ

うる。

筆者はここで，上述の２点を一応の根拠として地域の

防災機能をになう中心的な組織としてＭｉｲFの1]王防災組

織を有効に活川していく意義があるという立場から，地

域の防災事情にj1l1した有効な対策を講じていくためにこ

の組織に地域防災のイニシアチブを取り灰すそのロジッ

ク，言い換えれば，地域住民が既存の自主防災組織を

｢場」として活ハル地域の防災を効果的なものにすると

ともに，その活動を通じて地域を再確認し例えば「防災

まちづくり」という方向性がＩＩＪ発見されていく，そして，

市行政はそのアドバイス・手伝いという立場で参画して

いくという関係が形成されてくる，そうした組織形成の

ロジックを追及していきたいと考える。

4-1．育成・指導の論理とその限界

小田原市の|]主防災組織に対する一般市民の加入認識

率は東海地震対応の地震対策強化地域の中でも低い数値

を示しており,7）このことは，市の自主防災組織を中心

とする防災関連体制の整備努力と，それら施策の一般住

民側の認識・利)ＩＴＩ・関わりとのギャップを示していると

いえる。例えばこの数値のアップのためには，既存の啓

蒙活動（パンフレットの配布等）の延長線上ではもはや

成果はさほど期待できないという状況にあり，現況を維

持するために子jW〔・努力が11（やされているのが現状であ

ろう。ただ救いとなっているのは，われわれの調査によ

っても明らかにされているように，昨今の地学的騒乱に

より特にマス・コミの積極的な攻勢の下に少しずつ地域

防災への関心が高められてきているといったことであろ

う。しかし，こうしたいわば外部からの影響力によって

地域問題への関心が高まるといった|刈弍ではなく，地域

内部から湧上る関心を地域組織および担当行政が効果的

な対策へと導いていけるという図式が望ましいのは言う

までもない。

ここでは，政府レベルでの対応策・各種法令を受けて

市町村行政が取ってきた地域防災対策については一応の

評価を下しながらも，地域防災のロジックを探るという
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をまとめる形で存在する「連合自治会」組織および，そ

れら組織と市との連絡．交渉の場である月１回の「広報

委員長会議」が特長的である。その特長とは，この組織

が単なる上意下達のためのものではなく，市の各種行政

に何らかの影響を及ぼすほどの存在であるということで

ある。つまり,民意を反映しさらにはi'j行政を動かすそ

の回路として，既存の11j繊会の低かにjlK合自治会i'i''度が

あるわけである。昭和５０年代初頭，上位レベルでの決

定を受けて｢１Jとして１１主防災組織の育成が市議会で決定

された後，もう一つの意志決定機関ともいうべき連合自

治会組織に対して伺いを立てる必要があり，それが，担

当職員による戸別訪問であった。

小田原は酒匂ﾉ11･早川の氾濫,富士''１の噴火，大地震，

海輸，大火等各種の災害を経験しており'8）本来地域独

自の防災組織の蓄積が成されてきていた。しかし，住民

の社会的流動性の増大等によって地域に対する関心が低

下してきたことによって，そうした地域独自の防災文化

も希薄になり，畏れの社会化が世代間で継承されにくい

状況になっていた｡，）ここに市行政による市全域一元的

な防災組織形成がなされるための隙間が存在したといえ

る。防災に関する上位からの意向を市として早急に達成

するため全Ill-fl1の防災組織が､'１小''１原７１Jにおいても既

存の自治会制度を利),,して容易に盤'１''iされたのであっ

た。そのプロセスにおいては，＿般住民→住民代表→意

志決定，というシステムのうち,小'１Ⅱ；(市においては意

志決定においてそのつながり.関係性が相対的に強い,

議会（あるいはもう－つの意志決定システムである連合

自治会)→意志決定，の範囲で議論が蓄積され，一般住

民→住民代表，の部分の意志の反映は防災に関しては十

分になされてこなかった。

昭和５０年代初頭，防災に関する全国動向を反映して

行政主導で組織図整備が各種法令に従ってなされてきた

が，以上のようなことから，そのプロセスは行政事務レ

ペルの業績であったといえよう。地域の防災事情を反映

した各種防災体,M，全般的な防災文化蓄積のための効果

的なシステムが地域に根ざしたところで言及されてこな

かった点が，組織図整備が一応終了し，その有効的な利

川を充実させる必喚が生じた段階で様々な問題点となっ

て表われてきており,その論''''題点を認識しその地域に

効果的な処方菱を検討するシステムがないことがさらな

る問題点として立ち表われてきたのである。

4-2．活性化のための組織隣

それではここで，組織論研究の先行業績を参考にし，

既存の自主防災組織の現時点での問題点および活性化に
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ついて触れて染たい。

富永'0)は，組織は近代社会における機能分化の過程の

中で家族や地域社会と異なって，特定機能を達成するこ

とを目的として人為的に「オーガナイズされた」行為シ

ステムであるから，これを機能理諭の文脈で社会システ

ムとして概念化するのに適している，すなわち，組織は

社会システムという概念化が最も適合するような社会シ

ステムであるとし，社会学における組織理論・社会シス

テム理論の展開をまとめたうえで独F1の「構造-機能-変

動理論」を提唱している。

富永によれば，社会学における組織分析の理論化は，

マックス・ヴェーパーの官際制論に始まり，パーナード

によって－つの独立したディシプリンにまで高められ

た。ヴェーパーの官僚制論は，近代社会に固有の構造原

理としての官僚制化された権力と支配の形態に着目して

これを近代社会に固有なもう一つの構造原理としての市

場と対比した点で組織理iiiIiの出発点と見なされ，パーナ

ードは「各部分が他の部分に相互関連しているゆえに一

つの全体として扱わなければならない」としその全体は

｢諸部分の総和以上のもの」という指摘をし組織を「シ

ステム」として捉える観点を提示したとして評価され

る。しかしパーナード理iiiはルーマソによって「システ

ムの内祁部分だけを孤立させ，システムの環境を等閑に

付するという決定的な欠Illiiを持っている」として「古典

的組織理愉」と呼称され批判された。

社会学の一般理論における社会システム論はまず，社

会有機体論としての「全体対部分」の対比（スペンサー

のシステム概念)，次いで，社会機械論としての一般均

衡理論である。後者は経済学を経由しパレートおよび上

述パーナードらによって社会学に持ち込まれたものであ

る。社会システム論の第３の形態としては，システムは

環境に対して開かれている（オープンシステム）ことを

前提とする，パーソンズの「境界維持システム」概念に

代表される「システム対環境」の図式である。富永は，

このパーソソズの構造-機能理論のアイデアを社会変動

を説明しえない「均衡理論」として捉えるのではなく，

システムが環境の変化からのインパクトを受けてこれに

適応していくために自らの柵造を変０１Kしていく点に注[Ｉ

してこの理論に社会変動を説明しうな潜在的可能性があ

ると考えこの観点から当理論を再定式化し「構造-機能一

変動理論」と名付けている。日本では，野中らによって

コンテイソジェソシー（環境適応）理論の名で総括され

た｡１１）

社会システム論の第４の形態はルーマンらによる「目
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対策の意向をも汲まなくてはならなし､位１１mにあり，個人

レベル，自主防災組織レベルの様々な問１週点に加えて市

内部では単独で解決できないような全体レベル的１１１]題lこ

も直面しているといえよう。

個人の問越，地域・組織の問題，市・県の問題，これ

ら３層のそれぞれの層「内」の１１１]題，層「間」の問題お

よびその全体の整合性の問題を考えるに当たって，これ

まで検討してきた組織研究の先行業績から，個人のレベ

ルでの地域生祇に対する自己言及・目櫛作用を基礎とす

る自己組織システムが有効なのではないだろうか。しか

しこの考え方は，個人レベルにおいて機能よりも意味を

重視する自省的なコミュニケーション行為が，システム

レベルにおいては環境からの様々な情報の流入を促進す

るような「ゆらぎ」の存在が前提とされている。小田原

市の自主防災組織を見るとシステム内外にこうした要素

が不足していることから組織の様々な問題点・マンネリ

化が発生している。佐鵬は，ハーパーマスのコミュニケ

ーション行為の理論から「生活Iu:界」と「システム」の

間に「アソシエーション」を媒介とした「社会の三層構

造」を構想し，惰性体としての生活世界を乗り越えて形

成される「人々の自由な連合」を示唆している｡Ⅱ〕地域

防災は本来，その地域に居住する人々が，〔j己防衛・相

互扶助といった視点から地域のソフト・ハードの各種防

災文化を蓄秘し，既存の地域組織を動員しあるいは新

たなシステムを模索しながら地域の安全性を高めていく

主体的なプロセスそのものである。既存の自主防災組織

にアソシエーションとしての意味を読ゑこ糸地域防災の

問題を解釈しようとしているのは筆者であるが，個人，

地域組織，市行政の関係性について言及する際，佐藤の

以下の論述は示唆的である。「<アソシエーション〉とし

て人々が結集することで，既存の惰性体としての日常的

な「生活世界」に反省的視点を向けて，その「生活世界」

を「対話的行為」によって復権することが，日に見えな

いところでわれわれの日常的な生活世界をコントロール

しようとしているシステム世界に対抗して〆個人が自主

し主体的に生きうる要件である｡」

4-3．「活性化のための具体策」と「防災まちづくり」

のロジック

しかし現実には，「結集し」て「惰性的日常生活」を認

知し「反省的視点」を以て地域防災組織に主体的に係わ

ることは地域一般住民には諸々の条件から困難である

し，であるからこそマンネリ化が起こってきたのであろ

う。そこで，個人←地域防災組織の媒介項としてわれわ

れは「地域防災アドバイザー」制度を提案した｡'5）

己言及的システム理iiili」である。意味システムとしての

社会システムが外部からの衝撃・情報を認知し凹己の内

部に変動の源泉を自ら作り出し，システムが自省作用を

通じて能動的に構造変化を始発する過程を強洲する理Ｉ満

である。その際，組織の構造変化の前提として，カオス

(混沌)，ゆらぎ，不均衡等が置かれている。この考え方

は，今田らによって，自己組織的システム理Iiimとして展

開されている｡１２）

また，加護野は，組織における「知誠」の利１１１と獲イリ

という視点から組織現象を理解しようとする「組織認識

論」の考え方を提出している｡'3）ここでは，既存の認識

進歩の方法論の中での組織変動と，新しい認繊進歩の方

法論の獲得に伴う組織変動の２種類が存在することが指

摘されている。組織変動が与件の変化によって受動的に

引き起こされると見なす構造論的モデルに対して，環境

変化による不適合に対して変動を始動する組織ペターン

ではなく，さらに進んで，与件の変化を「先取り」して

組織変動を開始する組織（組織変動は与件の変化に先行

する）について論じている。小田原市の自主防災組織の

活性化を考える際には例えば加護野の「組織における

『知識』」の考え方は魅力的である。「潜在的に利用可能

な知識プールの中に保存されている有用な知識を発見

し，それを組み合わせて，それを組織的に利用可能な形

に転化するプロセス」として組織的な「知識」独得につ

いて論じているのである。このように，社会学および)iIi

辺諸科学の組織研究において，システムの環境との相互

作用およびシステムの「内」からの自主的変赫が論じら

れてきている。

これを小田原市の自主防災組織についてあてはめて考

えてみると，個人，組織，行政の３つのレベルについて

それぞれ次のようなことが言えるであろう。便宜上まず

組織のレベルから凡てみると，自主防災組織は1iii節でも

触れたように，防災活動に対する個人の関心，参加意欲

の低さ，「長」の高齢化，活動のマンネリ化資機材の不

足，他業務の煩雑さ等からある行き詰りを見せている。

個人のレベルでは，近年次第に高まりつつある防災に対

する関心をうまく個人が地域組織活動へ接続できず，

またそれゆえ十分な関連情報・施策を吸収できないまま

になっている。また，市防災行政においては，組織図整

備的な自主防災組織の育成指導を行なってきたため地域

の防災事情を個別に吸収するシステムがないまま昨今の

自主防災組織活動のマンネリネリ化への効果的な対応策

が講じられないという組織構造的問題を抱えている。市

防災行政はさらに，上位意志決定機関としての県の防災
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ある極庇の防災関連専Ｆ１]知識をｲ丁する者をアドパイザ

ーとして一定地域ごとに置き，地域独自の防災'ⅡＩＩｌｊを把

握し必要な情報・諸施策を検討し必要とあれば市防災担

当行政に働きかけていく，そうした役目を持つ存在であ

る。その役をになう者は，まず，防災に関するある程度

の専門知識を有すること，次に，自治会長のように１年

程度で役を持ち回りしていくのではなく，少なくとも数

年～１０年というある程度の期間継続して地域の防災事

情を見守り把握すること，さらに，その立場は市の広報

委員的役割を期待されている現在の自治会長とは異なっ

て独立的な見地から自由に発言ができるように保証され

ており，必要に応じて防災関係各機関から各柧情報の提

供を要請できることなどを特長とする。このアドバイザ

ーには，地域防災の専門家という側面とともに，もう一

つ重要な役割がある。それは，その地域に密着した防災

関連アドバイスを通じて効果的に地域住民の防災関心を

高め，例えば[1主防災組織の謝活勅への主体｢|り参力１１を促

す，その''１|路を創設するということである。今''１１の調査

からも，自主防災組織の諸活動に参加可能な態度を示し

ている人（積極的に参加する/誘われれば参加する）は

全体の９割にも及ぶが，参力Ⅱへの積極的な動機付けがな

いため実際には５割程度の参加率にとどまっている。自

治会活動の一環としての回覧板による防災の座報に終る

のではなく，日常生活の一部としての防災ということを

啓蒙し，地域の防災文化の再発見と世代間伝承・蓄積か

ら，地域防災をめぐる現状の把握（地域内の危険lHi所の

把握/点検，各世帯の世帯構成と災害弱者の確認/対応方

法の検討等）さらには，地域「内」防災関連組織・活動

動，および複数地域「間」の連携体制のアレンジまで，

防災を契機（争点）として人々の日常生活のレベルと地

域社会全体を連結するロジック，いわゆる「防災まちづ

くり」のiiMから地域の状況をＷ確認する役'1をになう

ことが期待される。

自治会のルーツを相互扶助・危機突破のための地域集

団とする地域把握があるように，また，大災害に関する

伝承が，ある場合には災害文化の蓄積。畏れの社会化と

いうかたちで残されているように，個々人の日常生活の

足下の安全性を契機とする住民の主体的（大資本による

防災都市建設という文脈ではなく）地域把握が腱１１Mされ

てし､くことが，地学的騒乱の中に位置する小111原にとっ

て重要なことであろう。

先行莱縦を参考にして論じてきたが，地域独自のヴォラ

ソタリスティクな防災組織・括動の可能性を追求する一

方で，このまま放置しておけば次第に風化していってし

まう地域防災文化を積極的に再評価する作業が不可欠で

ある。本稿のテーマとの関連では，昭和５０年代以前，

すなわち，市防災行政によって市全域一元的に自主防災

組織が整備される以前の地域独自の防災活動について，

その活励内容・組織形態等を発掘し，現在の自主防災活

動に地域ごとのリアリティーを付加するような活動およ

びそのための地域防災システムが言及される必要があろ

う。

註

l）神奈川県西部（すなわち小田原）を展源域とする

巨大地展は歴史記録が残っている１７世紀以来平

均７３年周期で５回発生しており，これが繰り返

されると１９９０年代の後半に小田原市周辺では震

血６～７の大地腱が発生するという学悦が発表さ

れている．また，１９７４年の伊豆半島沖地震以来

頻繁にこの地域で地震が発生し，しかもその震源

が北上する傾向があること(｢北上説｣)，また，三

宅島・大島・伊東沖と３年毎に火山噴火がありそ

れらが北北西の方向に進んでいることなどが学会

の注目を集めている．そのような中，今夏には小

川原直下型地震が発生し，これらの状況を総合的

に見て「神奈川県西部は地学的騒乱を迎えつつあ

る」と言われている．石橋克彦「大地震が世界都

市東京を直撃する」「中央公論｣，１９８７年９月等
より．

2）新1111．雑誌に取り上げられたllU連記事は，1933年

に,卜田原に大地震」「ロ本経済新1111｣，1977.8.27

が最初で，それ以降，科学技術会議がＭ７クラ

ス地震予知に予算を付けたことや地学的騒乱状況

に応じて書かれることになるが，８９年には県知

事の諮問により「神奈川県西部地疲問題懇談会」

が段置されて具体的な対応の検討が開始された．

その後，記事はより具体性を有する内容となり，

「町し西部地震，発生の切迫性は高い」「毎日新聞｣，

１９９０．３．２８，「県西部地腰の“前触れ'，…「石橋

説」裏付ける」「神奈川新聞｣，1990.8.8,といっ

た記事が続く．

3）小田原市の自治会長全２４２名を対象として１９８９

年８月に郵送法で実施した，回収率は80.6％(195

名)．主な質問項目は，自主防の属性，「長」の属

性，活動実態，地疲時の活動可能性評価，活動の

問題点，西部地震の認知・被害予想・対策等，伊

東沖噴火の影響，など．

4）合田和四生「３地域住民組織の現状」『都市コミ

ュニティー論」法律文化社，１９８５年，中川ＩＨＩ｢Ⅷ

表層のまちと深層のまち」「町内会」中公新書，

１９８０年等．

5）実施された頻度の商い順に「初期消火」「避難誘

むすびにかえて

小田原市の自主防災組織の現況・課題等を組織研究の



小田原ＴＩ丁「自主」防災組織の組織論的考察６７

導」「救出杖iui」「liIj報述絡」「炊き11Ｉし」「llli蓄物９）田『１１重好・林春男「災轡文化論序説」『社会科学

皮点検」「危険箇所点検」「ilt波・河)１１の監視」と討究』節３５巻第１．５，１９８９年．

なっている．１０）富永健一「組織変励の理１ｌｂをめざして」「組織科

6）愈沢進他「町内会」財団法人｣lllJjjH社会研究所，学ｊＶｏ]、22-3,1988年．

１９８７年．１１）１j1j:中111次lⅡｊ「企業進化論一Ｉｌｌｊ報lill造のマネジメン

7）総理府の調査によると地域のl÷1主防災滴りiIjの有無卜」ｌ]本経済新ljll社，１９８５年．

については「行なわれている」と答えた者が全llill2）今田ilIH俊「I剴己jiU細性一社会迦愉の復活」カリ文

平均で21.9％，強化jIu城で６３，５％となっている．社，１９８６年．

（｢月'31世論綱査｣，１９８８年１）I）′1､田原はわれわ １３）加趣野忠男「細細変助と認餓進歩」「組織科学」

その調査で「加入している」と答えた者は３５％ＶＯＬ22-3,1988年．

となっている．14）佐藤腿幸「ウェーバーからハーパーマスヘ』世界
8）坂田正顕「小|､原Ｔｌ丁における災害文化の形成をめ書院，１９８６年．

ぐって」早稲１１１大学社会科学研究所研究シリーズ１５）吉井博明・大矢I1L禅「神奈川県西部地震説と小田

災２０「災懇と地域社会｣，１９８５年．原市民』（報告11｝)，１９９０年．


